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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３０日 

湖北地域消防組合管理者 角田 航也   

 

湖北地域消防組合規則第４号 

 

   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を

改正する規則 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則（平成28年湖

北地域消防組合規則第９号）の一部を次のように改正する。 

本則中「第１５条第１項」を「第１９条第１項」に改める。 

附則第１項の項番号を削り、附則第２項を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


